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あま市議会基本条例（逐条解説）（素案） 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条‐第３条） 

 第２章 議会及び議員の活動原則（第４条‐第１１条） 

 第３章 議会と市長等との関係（第１２条‐第１５条） 

 第４章 市民と議会との関係（第１６条‐第１８条） 

 第５章 議会運営及び機能強化等（第１９条‐第２９条） 

 第６章 条例の見直し（第３０条） 

 附則 

あま市は、彼方に伊吹山を望み、木曽川の恵みを受けた濃尾平野にある、緑豊か

な田園のまちです。 

昔から多くの人たちがこの地を良くする努力をし、歴史と伝統文化を築いてきま

した。私たちは、この努力の成果をさらに発展させ、次の世代に引き継がなければ

なりません。 

今、私たちの国にはいろいろな課題があります。あま市も取り組んでいかなけれ

ばならないことがたくさんあります。 

自分たちのまちのことは、自分たちで考え、自分たちで決め、解決していかなけ

ればなりません。その役割が一層求められる時代となっています。 

私たちあま市議会は、その役割を果たすために、議会のあり方を変えていくこと

を決意しました。 

市民の声が反映される議論をし、議会の役割をしっかりと果たし、市民に求めら

れる議会を目指していきます。 

議会がやらなければならないこと、何をしていくかをはっきりと示し、豊かで住

みよいまちにしていくことを誓い、あま市議会の最高規範としてこの条例を作りま

す。 
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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、議会及び議員の活動原則等を定め、議会の機能を強化し、議

会が市民の負託に応え、もって市民の福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展

に寄与することを目的とする。 

 

【解説】 

この条例の目的は、議会に関する基本的事項を定めることにより、議会機能を強

化し、市民・議会・市長及び執行機関との関係を明確にして議会の活性化を図り、

議会が市民の負託に応えて市民福祉の向上や民主的な市政の発展に寄与すること

であり、本条はそれを定めています。 

 

 

 （定義） 

第２条 この条例において「議会」とは、あま市議会をいう。 

２ この条例において「法」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）をいう。 

３ この条例において「議員」とは、あま市議会議員をいう。 

４ この条例において「市長等」とは、あま市長その他の執行機関をいう。 

５ この条例において「市民」とは、法第１０条第１項に定めるものをいう。 

 

【解説】 

この条例の定義を次のように定めています。 

１ この条例中、議会とは、市の意思決定機関であるあま市議会をいいます。 

２ この条例中、法とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）をいいます。 

３ この条例中、議員とは、あま市議会議員をいいます。 

４ この条例中、市長等とは、あま市長その他の執行機関をいいます。 

５ この条例中、市民とは、法第１０条第１項に定めるものをいいます。 

なお、参政権に関するものは、法第１１条、第１７条、第１８条及び第１９条

に定めるものをいいます。 
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（最高規範性） 

第３条 この条例は、議会における最高規範であることを鑑み、議会に関する他の

条例等を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を尊重し、及びこの条例

に定める事項との整合を図らなければならない。 

 

【解説】 

この条例は、議会における最も重要な取り決めとして位置づけ、議会に関する条

例等を制定や改正、廃止する場合に当たっては、この条例の趣旨を尊重した運用を

行っていくことを定めています。ただし、形式的には他の条例との間に法的効力の

優劣があるわけではありません。 

 

 

   第２章 議会及び議員の活動原則 

 （議会の責務） 

第４条 議会は、公平性及び透明性を重視して議会運営を行い、市民を代表する意

思決定機関としての責務を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものと

する。 

(1) 議会は、市民に対して、議会の議決又は運営に係る経緯、理由等の説明責任

を果たさなければならない。 

(2) 議会は、市民の意見を把握し、これを市長等の政策及び議会の意思決定に反

映させるよう努める。 

 

【解説】 

議会は、公平性及び透明性を重視して議会運営を行い、市民を代表する意思決定

機関として、その役割を果たすため、２つの活動原則を定めています。 

(1) 議会は、市政の課題や議案、請願・陳情等の審議内容・結果及びその理由に

ついて、市民に対し、説明責任を果たしていくことを定めています。 

(2) 議会は、市民の意見をよく聴き、委員会等の活動を通じて、市長等の政策の

立案及び、議会の意思決定にそれらを反映させるよう取り組むことを定めてい

ます。 
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 （議長の責務） 

第５条 議長は、議会を代表し、公正かつ公平な職務の遂行に努めるとともに、議

会の品位を保持し、及び民主的かつ効率的な議会運営の実現に努めなければなら

ない。 

 

【解説】 

議長は、議場の秩序保持や議事の整理など、大きな権限を有していることから、

全議員に対し、中立・公正な立場でその職務を行うとともに、議会の品位を保ち、

民主的、効率的な議会運営の実現に努めることを定めています。 

 

 

 （議員の責務） 

第６条 議員は、市民の負託を受けて選出されたことを自覚し、調査及び研修を通

じて、その資質の向上に努めなければならない。 

２ 議員は、市民の意見を把握し、これを議会活動、政策の立案及び提言に反映す

るよう努めなければならない。 

３ 議員は、議会が意思決定機関であることを自覚し、積極的な議論に努めなけれ

ばならない。 

 

【解説】 

１ 議員は、調査研究を通じて、資質の向上を図ることを定めています。 

２ 議員は、日常の議員活動を通して、市民の多様な考えなど、その意見を把握し

議会活動に反映するよう努めることを定めています。 

３ 議員は、議会が意思決定機関であることを自覚し、積極的な議論に努めること

を定めています。 
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 （議員の政治倫理） 

第７条 議員は、市民の代表としてその倫理性を常に自覚し、議員としての品位を

保持し、活動しなければならない。 

 

【解説】 

議員は、市民の代表として高い倫理的義務があることを常に自覚した上で、良心

と責任感を持ってその責務を果たすとともに、市民の代表としての品位を保たなけ

ればならないことを定めています。 

 

 

 （会派） 

第８条 議員は、同一の理念を共有する他の議員と、政策を実現し、及び議会活動

を円滑に行うための集団として、会派を結成することができる。 

２ 会派は、政策の立案及び提言並びに議案等の調査研究を行うものとする。 

３ 会派は、会派間の協議及び調整を行い、合意形成に努めるものとする。 

４ 会派に関することは、別に定める。 

 

【解説】 

１ 議員は、より充実した議会活動ができるよう会派を結成することができること

を定めています。会派とは、一般的に、共通する政策や理念を有する議員の集ま

りです。 

２ 会派は、特に政策立案機能を向上させることが求められることから、調査研究

を重ね、政策立案や政策提言を行うことを定めています。 

３ 会派は、意思決定過程における協議及び調整を会派間で行うことにより、円滑

で効果的な議会運営に努めることを定めています。 

４ 会派については、あま市議会会派及び会派代表者会議に関する規程で定めてい

ます。 
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 （議員定数） 

第９条 議員又は委員会は、議員定数に係る条例を改正しようとするときは、市政

の現状及び課題、将来の予測展望等を十分に考慮し、これを行わなければならな

い。 

２ 議員定数については、別に条例で定める。 

 

【解説】 

１ 議員の定数を変更するに当たっては、他市との単純な数値の比較などによって

決定するのではなく、本市の財政状況や人口動態、市が抱える課題、将来の予測

や展望等、本市特有の実情を十分に勘案し、検討することを定めています。 

２ 議員の定数については、あま市議会議員の定数を定める条例で定めています。 

 

 

 （議員報酬） 

第１０条 議員報酬の改定に当たって、議員又は委員会が提案しようとするときは、

市政の現状及び課題、将来の予測展望等を十分に考慮するとともに、第三者機関

による客観的な評価を参考とし、これを行わなければならない。 

２ 議員報酬については、別に条例で定める。 

 

【解説】 

１ 議員報酬は、議員が議会活動と議員活動に専念することができる制度的な保障

としての性質を有しています。議員報酬の改定を議員又は委員会が提案する場合

は、社会経済情勢を考慮するとともに、実際の議員活動の状況を反映した水準で、

第三者機関である報酬審議会による客観的な評価を参考にして行うことを定め

ています。 

２ 議員報酬については、地方自治法第２０３条第４項により、その額と支給方法

を条例で定めることとされており、具体的な金額等は、あま市議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例で定めています。 
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 （議会の災害時対応） 

第１１条 議会は、災害時においても、議会機能を維持しなければならない。 

２ 災害時の議会の行動基準等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

【解説】 

１ 議会は、災害時においても、議会の機能を的確に維持しなければならないこ

とを定めています。 

２ 災害時の組織体制や議会の行動基準等に関しては、あま市議会災害時対応指

針、及びあま市議会災害対応連絡会議規程並びに大規模災害時のあま市議会議

員の行動マニュアルで定めています。 

 

 

   第３章 議会と市長等との関係 

 （市長等との関係） 

第１２条 議会は、二元代表制の下、市長等と対等で緊張ある関係を構築し、市長

等の事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策の立案及び提言を通じて、

市政の発展に取り組むものとする。 

２ 議会は、前項の活動を円滑に進めるため、市長等に対し、積極的に市政に関す

る情報提供を求めるものとする。 

３ 議員は、市長等が設置する法定外の諮問機関、審議会等の委員に就任しない。

ただし、政策的に議会が参画する必要があると判断するものについては、この限

りでない。 

 

【解説】 

１ 市長と議員は、それぞれ市民から直接選挙により選ばれた代表者であり、議会

は市長等によって効率的な行政運営が行われているかなどについて、監視する役

割を担っています。したがって、議会の審議においては、議員と市長等は対等な

立場でなれ合いにならない適切な緊張関係を保持することを定めています。ま

た、政策の立案及び提言を通じて、さらなる市政の発展に取り組むことを定めて

います。 

２ 議会は、第１項の活動を円滑に進めるために、市長等に対して積極的に、議論

の前提となる市政に関する情報の提供を求めることを定めています。 
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３ 議員は、市長等が設置する法定外の諮問機関や審議会などの委員に就任しない

ことを定めています。 

 

 

 （政策等の形成過程の説明要求等） 

第１３条 議会は、市長等が提案する政策等について、審議における論点を整理し、

その審議を深めるため、市長等に対し、次に掲げる事項を明らかにするよう求め

るものとする。 

(1) 政策等の立案の契機から提案に至るまでの経過 

(2) 他の地方自治体の類似する政策等との比較検討 

(3) 総合計画との整合性 

(4) 政策等を実施したときに予想される効果 

(5) 政策等の実施に要する経費及びその財源 

(6) 将来にわたる費用及び効果 

(7) 前各号に掲げるもののほか、議会が必要とする情報 

 

【解説】 

議会は、市長等が政策等を提案する場合、議会の果たすべき市の意思決定機能や

市民への説明責任を全うするため、議会審議の論点を明確にする必要があります。

そのため、計画、施策又は事業など政策の目的、効果、財源措置等必要な情報を求

めることを定めています。 

 

 

 （法第９６条第２項の議決事件の拡大） 

第１４条 議会は、市政全般にわたる重要な計画等について、法第９６条第２項の

規定により、議決すべき事件を定めることができる。 

 

【解説】 

条例で議決事件を定めることができるとする法第９６条第２項の規定を受け、新

たに総合計画等の策定や変更を議決事件とすることができることを定めています。 
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 （政策の立案及び提言） 

第１５条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、市長等に対し、積

極的に政策の立案及び提言を行うものとする。 

 

【解説】 

議会は、条例や予算等の議案をはじめ、市の施策について、議会としての対案や

修正案の提案、決議、条例の制定、改廃、議員の一般質問等の手法により、市長等

に対して政策立案及び政策提言を積極的に行うことを定めています。 

 

 

   第４章 市民と議会との関係 

 （会議の公開） 

第１６条 議会は、市民に開かれた議会運営に資するため、本会議をはじめとする

全ての会議を、原則として公開するものとする。 

２ 議会は、議案に対する議員の賛否の表明を、市民に公表するよう努めるものと

する。 

 

【解説】 

１ 本会議をはじめとする全ての会議は、活動の透明性を高め、活発な議論を推進

し、市民に開かれたものとするため、秘密会とする場合を除き、原則として公開

することを定めています。 

２ 議会は、議決に対する説明責任を果たすため、議案等に対する議員個人の賛否

の表明について、議会だより等での公表に努めることを定めています。 

（補足説明） 

努力義務としたのは、議会制度上、無記名投票による採決もあることから、賛否

を公表できない場合があるためです。 
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 （市民参加及び市民との連携） 

第１７条 議会は、その活動に市民の意見を反映することができるよう、市民が議

会の活動に参加する機会の充実を図るよう努めるものとする。 

２ 議会は、請願の審議等においては、必要に応じて当該請願者の意見を聴くもの

とする。 

 

【解説】 

１ 市民の意見を議会活動に反映させるため、市民との意見交換会開催など、市民

の議会活動への参加の機会の充実を図ることを定めています。 

２ 市民参画の一環として、請願の審議等に際し、議会は委員会において、必要に

応じて請願者の意見を聴いた上で審議等を行うことを定めています。 

（補足説明） 

 第２項中、｢必要に応じて｣としたのは、まずは受理をした議会側で、その内容を

判断するという意味です。 

請願の紹介議員は、請願の提出前に請願者から意図等を聞き、責任を持って議会

で説明できるようにすることが求められます。 

 

 

 （広報広聴） 

第１８条 議会は、市民に開かれた議会を実現するため、その諸活動に関し多様な

媒体を活用して、積極的な広報及び広聴に努め、それらの活動を通じて得られた

市民の声を議会に反映するよう努めるものとする。 

 

【解説】 

市民の意見を議会活動に反映し、市民福祉の向上を図るため、議場や委員会室で

の傍聴だけでなく、本会議のケーブルテレビ中継や録画配信、あま市議会だより、

ホームページなど多様な媒体を活用して積極的な広報及び広聴に努め、市民に開か

れた議会の実現を目指して活動することを定めています。 

議員で構成する広報広聴特別委員会を所管とし、必要な事項は別に定めていま

す。 
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   第５章 議会運営及び機能強化等 

 （議会運営） 

第１９条 議会は、議員相互間の議論を尊重し、市民に分かりやすく、民主的かつ

効率的な議会運営を行うものとする。 

 

【解説】 

議会運営は民主的な運営を基本とし、加えて効率的な運営を行っていくことを定

めています。議会運営は公平・公正が大前提であるとともに、効率的な運営が求め

られますが、ここでは、効率的な議会運営を求めるあまりに民主的な議会運営が阻

害されてしまう懸念もあることから、議会運営の基本として、あえて「民主的」と

「効率的」を併記しています。 

 

 

 （議員間討議による合意形成等） 

第２０条 議会は、意思決定機関であることを十分に自覚し、議員相互間の討議を

重視した議会運営に努めるものとする。 

２ 議員は、常任委員会において、議員間討議を行うことができる。 

 

【解説】 

１ 議会は、意思決定機関であることから、議員相互の討議を重視した議会運営を

行うことを定めています。 

２ 議会は、議員間討議を常任委員会において実施することを定めています。 
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 （委員会） 

第２１条 委員会は、所管の議案等に関する調査を通じて、政策の立案及び提言を

積極的に行うよう努めるものとする。 

２ 委員会は、前項の調査を行うに当たり、必要な資料等を、市長等に対して求め

ることができる。 

３ 委員会は、その所管する事項の調査及び審査を行った結果、必要と認めるとき

は、委員会として、調査にあっては所見を、審査にあっては意見をそれぞれ付す

ものとする。 

４ この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

【解説】 

１ 委員会は、所管の議案等に対して市長等に積極的な政策立案や政策提言を行う

ことを定めています。 

２ 委員会は、必要な資料等を市長等に対して求めることができることを定めてい

ます。 

３ 委員会は、それぞれの委員会が担当する分野の調査または付託議案等の審査を

行った結果、委員会としての所見や意見を付す必要があると認めた場合は、積極

的に行うことを定めています。 

４ 委員会に関しては、あま市議会委員会条例において定めています。 

 

 

（一般質問） 

第２２条 議員は、市政の論点及び争点を明確にするため、一般質問において一問

一答方式又は一括質問一括答弁方式を選択することができる。 

 

【解説】 

議員の質問は、論点、争点を明確にするため、一問一答方式または、一括質問一

括答弁方式を選択できることを定めています。 
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（反問権） 

第２３条 市長等は、議員の質問等に対して、議長又は委員長の許可を得て反問す

ることができる。 

２ 反問は、議員の質問等の主旨確認に関するものとする。 

 

【解説】 

市長等は、議員の一般質問及び議案質疑に対して、主旨確認に関しての反問がで

きることを定めています。 

 

 

 （議員研修） 

第２４条 議会は、議員の政策の立案及び提言の能力を高めるため、議員研修の充

実に努めなければならない。 

 

【解説】 

一般職の職員には地方公務員法で研修の機会が保障されていますが、議員には同

様の規定がないため、議会は、議員の資質や、政策立案等に必要な能力を向上させ

るために、議員研修の充実強化に努めることを定めています。 

 

 

 （議会事務局の体制整備） 

第２５条 議会は、議会及び議員の政策の立案及び提言の能力向上を図るため、議

会事務局の体制を整備し、その調査並びに法務の機能の充実及び強化に努めるも

のとする。 

 

【解説】 

議会は、議会及び議員の機能向上のため、政策立案等を補助する議会事務局の法

務及び財務等の調査機能についての強化を図るため、必要な職員の確保と体制の強

化に努めることを定めています。 
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 （議会図書室の充実） 

第２６条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書の充実に努め

るものとする。 

２ 議会図書室は、議員による利用のほか、議長が認める場合においては、一般の

利用に供するものとする。 

 

【解説】 

１ 議会図書室は、地方自治法第１００条第１９項において、地方議会に設置する

ことが義務付けられており、議員の政策立案及び一般質問等に資する適切な情報提

供が行えるよう、その図書の充実に努めることを定めています。 

２ 議会図書室の利用に当たっては、議長が認めた場合において一般利用できるこ

とを定めています。 

 

 

（予算の確保） 

第２７条 議会は、議会の機能を保持し、円滑な議会運営を行うため、予算の確保

に努めるものとする。 

 

【解説】 

議会は、議案の審査や調査等、その職責を滞りなく果たすために、必要な予算の

確保に努めることを定めています。 

 

 

 （議会改革） 

第２８条 議会は、社会環境、経済情勢等の変化により新たに生ずる市政の課題等

に適切かつ迅速に対応するため、継続的な議会の改革に取り組むものとし、議員

で構成する検討組織を置くものとする。 

 

【解説】 

議会は、社会環境や経済情勢等、新たに生ずる市政の課題等に適切かつ迅速に対

応するため、継続的な議会改革に取り組むことを定めています。 

そのために、議員で構成する検討組織を置くことを定めています。 
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 （取組状況の公表） 

第２９条 議会は、議会改革の継続的な取り組みを進めるため、本条例に基づく活

動について定期的にその取組状況の公表を行うものとする。 

 

【解説】 

議会は、議会改革の継続的な取り組みを進めるために、本条例に基づく活動の取

組状況を定期的に公表することを定めています。 

 

 

 第６章 条例の見直し 

 （条例の見直し） 

第３０条 議会は、前条の取組状況、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必

要があると認めるときは、この条例を含めた議会に関する条例等の見直しを行う

ものとする。 

 

【解説】 

議会は、市民の意見や社会情勢の変化、前条の規定による取組状況などを十分考

慮し、この条例を必要に応じて見直して、条例等の改正などの措置を講じていくこ

とを定めています。 

 

 

附 則 

 この条例は、平成  年 月 日から施行する。 

 

 


